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「気づき、考え、実行する」～世界人権デーに寄せて～ 

                                      校長  梅木 仁 

 １２月１０日は「世界人権デー」でした。１９４８年１２月１０日第３回国際連合総会で世界人権宣言が採択

されました。これを記念しこの日を「世界人権デー」と定めました。日本では１２月４日から１２月１０日まで

の１週間を「人権週間」として人権について考える機会としています。いじめや差別、最近ではインターネット

上の人権侵害など、様々な人権問題がまだ依然として存在しています。連日、世界中で話題になったサッカーワ

ールドカップですが、華やかさの裏側には多くの人権課題があることも報じられました。これらの問題の解決に

は、私たち一人一人が様々な人権問題を「誰か」の問題ではなく自分の問題として捉え、互いの人権を尊重し合

うことの大切さについて認識を深めることが不可欠です。 

 そもそも「人権」とは何でしょうか？中学生の皆さんならきっとわかると思います。人権とは「あらゆる人が

生まれながらにもっている、誰にも侵されることのない人間としての権利」です。世界人権宣言は３０条から成

り、さまざまな基本的な権利が挙げられています。世界最大の国際人権ＮＧＯであるアムネスティインターナシ

ョナルでは、詩人の谷川俊太郎さんとともに、すべての条文をわかりやすい日本語にして紹介しています。いく

つか紹介します。第１条：『みんな仲間だ』 私たちはみな、生まれながらにして自由です。ひとりひとりがかけ

がえのない人間であり、その値打ちも同じです。だからたがいによく考え、助けあわねばなりません。第２条：

『差別はいやだ』 私たちはみな、意見の違いや、生まれ、男、女、宗教、人種、ことば、皮膚の色の違いによ

って、差別されるべきではありません。また、どんな国に生きていようと、その権利にかわりはありません。第

１２条：『ないしょの話』 自分の暮らしや家族、手紙や秘密をかってにあばかれ、名誉や評判を傷つけられるこ

とはあってはなりません。そういう時は、法律によって守られます。第２６条：『勉強したい？』 誰にでも、教

育を受ける権利があります。小、中学校は誰もが行けます。大きくなったら、高校や専門学校、大学で好きなこ

とを勉強できます。教育は人がその能力を伸ばすこと、そして人としての権利と自由を大切にすることを目的と

します。人はまた教育を通じて、世界中の人とともに平和に生きることを学ばなければなりません。第３０条：

『権利を奪う「権利」はない』 この宣言でうたわれている自由と権利を、他の人の自由と権利をこわすために

使ってはなりません。どんな国にも、集団にも、人にも、そのような権利はないのです。 

 ２０２０年に行われた「たすけあいに関する調査」によると、日本の社会がたすけあいにあふれていると考え

る人は、なんとわずか２．９％なのだそうです。また、イギリスのチャリティー団体が２０２１年に発表した人

助けランキング（１か月の間に見知らぬ人、あるいは助けを必要としている見知らぬ人を助けた人の割合）にお

いては、日本は１２％と１１４か国中、最下位。びっくりしますか？納得しますか？ 

 社会は、お互いが分担しあうことで成り立っています。誰もが住みやすい社会にするためには、連帯感をもっ

てお互いに助け合うことが大切です。清瀬三中では、令和２年度、３年度に東京都教育委員会人権尊重教育推進

校として様々な取り組みをしてきました。人権尊重の理念である「自分の大切さとともに他の人の大切さを認め

ること」を生徒の皆さんが正しく理解し、行動してくれていると感じています。学校生活の中で、「誰かが困って

いることなど身近で起きている問題に気づき」、「その人が本当に困っていることは何なのかを考え」、「できるこ

とから実行する」。この「気づき、考え、実行する」を学校生活からさらに広く社会へ、世界へとつなげていって

ほしいと思います。 
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これからの主な予定 

12 月 

23 日(金) 終業式 

24 日(土) 冬季休業日始 

28 日(水) 学校閉庁日 (1 月５日まで) 

１月 

9 日(月・祝) 成人の日 

10 日(火) 始業式 安全指導 命の週間（１６日まで） 

11 日(水) 避難訓練 給食始 

12 日(木) 1 年スキー教室事前検診 

15 日(日)～17 日(火) 1 年スキー移動教室  

1８日(水) １年振替休業日 （２・３年特別時間割 １６～１８日） 

20 日(金) 新入生保護者説明会 英検 

2１日(土) 新入生標準服採寸９時３０分～1１時(体育館) 

26 日(木)・27 日(金) 都立高校推薦選抜 

28 日(土) 命の教育フォーラム（生徒会） 

生徒の活躍 

税の作文 

 公益社団法人 

 東村山法人会 会長賞 

    ３年Ａ組   

税の標語 

都税事務所長賞 

  ３年Ｂ組   

 

2022ＫＩＹＯⅢ 12 分間走 

 (各学年の男女別 1 位の生徒です) 

 

１年男子 3350ｍ １Ｃ 

１年女子 2590ｍ １Ｃ 

２年男子 3330ｍ ２Ｃ 

２年女子 2720ｍ ２Ｃ 

３年男子 3220ｍ ３Ｂ 

３年女子 2600ｍ ３Ｂ 

 

おめでとうございます。 

 冬季休業についてのお知らせ 

  

長い２学期が１２月２３日で終了します。

新型コロナウィルスの影響を受けながらも

教育活動がスムーズに行われたのは保護者、

地域の方々のご理解、ご協力のお陰です。心

から感謝申し上げます。来年もどうぞよろし

くお願いいたします。 

 なお、年末年始につき１２月２８日～１月

５日の間は学校閉庁日となり、機械警備とな

ります。この間は、教員の勤務はなく学校へ

入ることはできませんので、ご承知おきくだ

さい。 

緊急の場合は清瀬市役所までご連絡

ください。 

清瀬市役所（代表） 042-492-5111 

 


